
長崎県市町村福祉振興協議会

市（町）　構成団体　13市町

養護老人施設措置費支払いの流れ

　　不要であるため、事務の簡素化が図れる。

A施設 B施設 C施設 D施設

●　市（町）が本協議会へ業務委託した場合

１　施設は毎月5日までに本協議会へ請求書を送付し、本協議会において請求内容等の確認を行う。

２　協議会は各施設からの請求を、各市（町）毎に振り分け、市（町）に対し請求を行い、

　　市（町）はその請求額を協議会に送金。

３　市（町）においては、施設からの請求書の内容確認は不要で、各施設へ措置費の送金作業も
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	措置費 (2)

